
傘壁擾擬製⑳憂宣墜＿塾聖堂

65歳以上の方の新介護保険料が決まりました。

去る2月26日に、介護保険運営協議会から

市長あてに「第2期都留市高齢者保健福祉計
画・介護保険事業計画案」の検討結果が報告
され、これを受けて本市の同計画が策定され

ました。（市ホームページで全文を公開中。）

これにより65歳以上の方の平成15年度から

平成17年度までの介護保険料が決定され、市

議会3月定例会で承認されました。

介護保険料については、介護サービスの利
用者数、利用量の増加、特に特別養護老人ホ
ームの新規開設に伴う施設サービス利用者数

の増加を見込んだため、基準月額（平均月額）

を現行の2，149円から2，933円に引き上げるも

のとなりました。

所得段階に応じて軽減や割り増しが行われます。

（介確保険法施行令第38条）

段階 �第1段階 �第2段階 �第3段階 �第4段階 �第5段階 

段酷 �生活保一泡受 �iI描；全員 �本人が �本人がiI江上 �本人がII江上 

給者、老齢 �が両民税 �両It税 �税課税で合 �税課税で合 

福神年金受 �非課税 �非課税 �一組桁得金線 �，帥斤待金線 

給者である ���が200）川i �が200）川i 

I直璃川端‡ 非課税者 ���未満 �以上 

算出 �）《雄羅iXO．5 �星準頼 ×0．75 �基準額 �），掴調練 ×1．25 �基準頼×1．5 

川鍋 �1，467ili �2，200Ili �2，933円 �3，667回 �4，400回 

年額 �17，600日 �26，400円 �35，200円 �44，000円 �52，800円 

上記の年額を納期ごとに分割して納めます。

特別徴収の方（年金額が年額18万円以上の方は、年金から天引きされます。）

納　期 �月 �第1段階 �第2段階 �第3段階 �第4段階 �第5段階 

第1期 �4月 �2，300円 �3，200円 �4，400円 �5，500円 �6，500円 

第2期 �6Ii �2，300日 �3，200ilJ �4，400iiJ �5，500日 �6，500日 

第3期 �8月 �2，300円 �3，200円 �4，400円 �5，500円 �6，500円 

第4期 �10II �3，700円 �5，600出 �7，400円 �9，300円 �11，1008日 

第5期 �12月 �3，500円 �5，600日 �7，300円 �9，100「「J �11，10011 

第6期 �2月 �3，500ili �5，600Ili �7，300口 �9，100HJ �11，100円 

合　計 �6回分 �17，600円 �26，400円 �35，200円 �44，000円 �52，800円 

※　4月から8月までは仮徴収刷りで前年度の2月徴収分とII欄を天引きするため、年細二対する残

徹を残りの3期で納めることになりますのでご注意ください

※　祥I：・全文私用二生じる100iI出潮の端数は、10月に合算しています，

※　対象となる年金は、都齢年金、退職年金で、老帯湘冊年金、障雷年金、遺族年金からは天引

きされませんl

※　年度途中で65歳となられた方は、事鵜処理システムの関係で、翌年度の10月から天引きとな

り、それまでは普通徴収となります

普通徴収の万（年金額が年額18万円未満の方は、口座振替または窓口納付となります。）

納　期 �月 �第1段階 �第2段階 �第3段階 �第4段階 �第5段階 

第1耕一第8期 �7月～2月 �各月2，200日 �各月3，300IiI �各月4，400ilJ �各月5，500IiJ �各月6，600日 

合　計 �8回分 �17，600円 �26，400円 �35，200円 �44，000円 �52，800円 

※対象となる方には、7IIII向までに納入通知膏をお送りします（，便利なII座振榊iI腰のご利用をお喫めします1、
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